
１　総括

(1) 人件費の状況（普通会計決算）

(注）　人件費とは職員給与費のほか、共済費（社会保険料事業主負担分）や、市長、市議会議員などの特別職に支給される報酬等を含みます。

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。
      ２　職員数は、平成31年４月１日現在の人数（事業団派遣職員及び公営企業等会計職員を除く）です。
      ３　給与費については、再任用短時間勤務職員の給与費が含まれており、職員数には当該職員を含みません。

(3) ラスパイレス指数の状況(各年４月１日現在）

※令和２年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３年連続で上昇している場合、③100 を超えている場合について、
　 その理由及び改善の見込み

(4) 給与制度の総合的見直しの実施状況

① 給料表の見直し

（給料表の改定実施時期）平成27 年４月１日

② 地域手当の見直し

（参考）

武蔵野市の給与・定員管理等について

区　　分 住民基本台帳人口 歳 出 額 実 質 収 支 人 件 費 人 件 費 率 （参考）

　　　　　　　　　　　％

(２年１月１日) 　　　　　　Ａ 　　　　　　Ｂ Ｂ／Ａ

2,790,260 9,088,603 13.3

30年度の人件費率

元年度 人　 　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　　％

14.0

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 （参考）一人当たり （参考）東京都 （参考）類似団体

146,871 68,465,219

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 給与費 B/A 一人当たり給与費 一人当たり給与費

元年度 人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円 千円 千円

745 2,846,585 1,152,036 1,363,986 5,362,607 7,198 7,580 6,479

　　　　（注）１ 　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数
　　　  　　　　　 の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数です。

　　　　　　　３　 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

本市は、平成26年10月に東京都給料表へ移行しましたが、移行の際の経過措置の影響により、数年間は高めに推移するものの、経過措置の解消及
び退職と採用等により、今後は都内各市と均衡していく見込みです。

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等に取り組むとされていま
す。

（内容）東京都の見直し内容を踏まえ、平均1.7％引き下げを行いました。激変緩和のため、国と同様に３年間（平成30 年３月31 日まで）の経過措置
（現給保障）を実施しました。

　　　　　　　２　（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指します。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員
　　　　　　　　　地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数です。
　　　　　　　　　（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出）

（支給割合）平成28年４月１日より、国基準16%に対し、武蔵野市においても16%を支給

平成28年度の支給割合 平成29年度の支給割合 平成30年度の支給割合 令和元年度の支給割合 令和２年度の支給割合

国基準による支給割合 16% 16% 16% 16% 16%

武蔵野市の支給割合 16% 16% 16% 16% 16%
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和２年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

(2) 職員の初任給の状況（令和２年４月１日現在）

円

円

円 円 円

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和２年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

（注）記載のない箇所は当該階層職員がいない、もしくは3人以下

区　　分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額

（国比較ベース）

武蔵野市 40.8 317,800 457,744 390,237

東京都 41.8 314,885 457,097 396,487

国 43.2 327,564 408,868 -

類似団体 42.3 318,244 404,065 368,873

区分 公務員 民間 参考

平均年齢 職員数 平均給料月額
平均給与月額

（Ａ）
平均給与月額
（国ベース）

対応する
民間の

類似職種
平均年齢

平均給与月額
（Ｂ）

Ａ/Ｂ

武蔵野市 54.8 15 352,200 427,867 416,653 － － － －

うち学校給食員 54.4 4 347,600 449,550 420,600 調理士 40.9 301,000 1.49

うち自動車運転手 - 2 - - - 自家用乗用自動車運転者 60.2 267,900 -

東京都 50.3 1,341 291,521 397,001 360,751 － － － －

国 50.9 2,319 287,283 328,862 - － － － －

類似団体 51.6 39 325,488 378,873 364,044 － － － －

東京都 国

（注） １　　「一般行政職」とは、地方公務員給与実態調査における区分のことで、税務、福祉業務などに従事する職員以外の一般的な事務職員です。

円 183,700 円

        ２　　「平均給料月額」とは、職員の基本給の平均です。

        ３　　「平均給与月額（Ａ）」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、超過勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものです。

 　　　　  また、「平均給与月額（国ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝超過勤務手当等を除いたもの）で算出しています。

        ４　　民間データは賃金構造基本統計調査（平成28～30年平均）を使用しています。

        ５　　自動車運転手は該当職員が少数のため、個人情報保護の観点から非公表とします。

区　　　　　分 武蔵野市

総合職　186,700

一般職　182,200

高　校　卒 145,600 145,600 150,600

一般行政職 大　学　卒 183,700

区　　　　分 経験年数１０年 経験年数２０年 経験年数２５年 経験年数３０年

一般行政職 大　学　卒 287,800 390,563 398,188 423,720

高　校　卒 - - 337,843 -

技能労務職 高　校　卒 - - - -
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
(1) 一般行政職の級別職員数及び給料表（令和２年４月１日現在）

（注）１　武蔵野市給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

      ２　基準となる職務とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

      ３　（　）内は再任用短時間勤務職員数であり、職員数には含まれない数です。

      ４　２・３・４級の人数には再任用フルタイム勤務職員がそれぞれ６人、５人、２人含まれます。

      ５　平成26年10月1日に、１・２級を統合し、７級制から６級制に改正されました。

      ６　平成27年4月1日に、３・４級を統合し、６級制から５級制に改正されました。

      ７　構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計は必ずしも100になりません。

  

区　　分 基準となる職務 職員数 構成比
1号給の
給料月額

最高号給の
給料月額

５　　級 部長の職務
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 円 円

24 3.5 494,000 494,000

４　　級 課長の職務
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 円 円

68 10.0 284,000 455,000

３　　級 係長若しくは主査又は課長補佐の職務
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 円 円

181(3) 26.5(15.8) 224,800 415,100

２　　級
・主任の職務
・高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職
務

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 円 円

233(16) 34.1（84.2） 199,100 362,500

１　　級
・定型的な業務又は相当高度の知識若しくは経
験を必要とする業務を行う職務

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％ 円 円

177 25.9 141,300 324,300

１級, 25.9% １級, 24.2% １級, 23.1%

２級, 34.1% ２級, 34.4% ２級, 35.7%

３級, 26.5% ３級, 27.4% ３級, 27.3%

４級, 10.0% ４級, 10.4% ４級, 10.4%
５級, 3.5% ５級, 3.6% ５級, 3.5%
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(２) 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和２年４月１日現在）

(３) 昇給への人事評価の活用状況

４　職員の手当の状況

(1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円 千円

（元年度支給割合） （元年度支給割合） （元年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　 勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

(職制上の段階、職務の級等による加算措置) (職制上の段階、職務の級等による加算措置) (職制上の段階、職務の級等による加算措置)

・職務加算　5～20％ ・職務段階別加算 3～20％  ・管理職加算 15～25％ ・役職加算 5～20％  ・管理職加算 10～25％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

令和２年４月２日から令和３年４月１日
までにおける運用

管理職員 一般職員

　イ　人事評価を活用している ○ ○

　　活用している昇給区分
昇給可能
な区分

昇給実績が
ある区分

昇給可能
な区分

昇給実績が
ある区分

　　　上位、標準、下位の区分 ○ ○ ○ ○

　　　上位、標準の区分 － － － －

　　　標準、下位の区分 － － － －

　　　標準の区分のみ（一律） － －

　ロ　人事評価を活用していない － －

　　　活用予定時期 － －

武蔵野市 東京都 国

１人当たり平均支給額（元年度） １人当たり平均支給額（元年度）

1,804 1,892 ―

2.60 2.05 2.60 2.05 2.60 1.90

1.45 1.00 1.45 1.00 1.45 0.90
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○勤勉手当への人事評価の活用状況

（2) 退職手当（令和２年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置(2%～20%) その他の加算措置 定年前早期退職特例措置(2%～45%)

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　4号給　公務上死傷病）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、令和元年度に退職した職員に支給された平均額です。

（3）地域手当（令和２年４月１日現在）

千円

円

% 人 %

 (4) 特殊勤務手当（令和２年４月１日現在）

千円

　円

　％

 (5) 超過勤務手当

千円

千円

千円

千円

令和２年度中における運用 管理職員 一般職員

　イ　人事評価を活用している ○ －

　　活用している成績率
支給可能
な成績率

支給実績が
ある成績率

支給可能
な成績率

支給実績が
ある成績率

　　　上位、標準、下位の成績率 ○ ○ － －

　　　上位、標準の成績率 － － － －

　　　標準、下位の成績率 － － － －

　　　標準の成績率のみ（一律） － －

　ロ　人事評価を活用していない － ○

　　　活用予定時期 － 未定

武蔵野市 国

23.00 23.00 19.6695 24.586875

30.50 30.50 28.0395 33.27075

43.00 43.00 39.7575 47.709

43.00 43.00 47.709 47.709

3,892 23,357

支給実績（元年度決算） 517,054

支給職員１人当たり平均支給年額（元年度決算） 642,156

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

武蔵野市 16 858 16

支給実績（元年度決算） 170

支給職員１人当たり平均支給年額（元年度決算） 2,208

職員全体に占める手当支給職員の割合（元年度） 1.20

手当の種類（手当数） 4

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（元年度決算）
左記職員に対する

支給単価

動物死体取扱手当 環境部ごみ総合対策課の職員 損傷の著しい動物の死体処理に従事した場合 0円 1件当たり400円

危険業務手当

総務部総務課、財務部管財課、施設
課、環境部ごみ総合対策課、下水道
課、緑のまち推進課、都市整備部の
職員

建設現場その他の高さ10メートル以上の足場の不
安定な箇所又はこれに準ずる箇所において、工事
監督又は検査を行う業務

2千円 日額230円財務部施設課、都市整備部建築指導
課の職員

高さ10メートル以上のエレベーターの検査を行う
業務

総務部総務課、財務部施設課、環境
部下水道課、緑のまち推進課、都市
整備部の職員

酸素欠乏のおそれのある箇所において、作業又
は工事監督を行う業務

緊急出動手当 全職員
風水、火災、地震等非常時における緊急対策のた
め出勤し、当該作業に従事した場合

162千円 1回当たり1,500円

変死人取扱手当 健康福祉部の職員 変死人の死体処理に従事した場合 6千円 1体当たり3,000円

支 給 実 績 （ 元 年 度 決 算 ） 485,447

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 元 年 度 決 算 ） 643

支 給 実 績 （ 30 年 度 決 算 ） 452,429

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 30 年 度 決 算 ） 606

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、支給実績と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間
外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、再任用短時間勤務職員を含みます。
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（6) その他の手当（令和２年４月１日現在）

円

円

円

円

円

(注)　休日給の支給額は超過勤務手当に含まれています。

５　特別職の報酬等の状況（令和２年４月１日現在）

円 円 ／ 円 円 ／ 円

円 円 ／ 円 円 ／ 円

円 円 ／ 円 円 ／ 円

円 円 ／ 円 円 ／ 円

円 円 ／ 円 円 ／ 円

円 円 ／ 円 円 ／ 円

円 円 ／ 円 円 ／ 円

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

給料月額×勤続年数×400/100 円

給料月額×勤続年数×300/100 円

給料月額×勤続年数×270/100 円

給料月額×勤続年数×270/100 円

(注) 　１　退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期（市長、副市長及び監査委員は4年＝48月、教育長は3年＝36月） 
　　勤めた場合における退職手当の見込額です。
　２　現市長が退職する場合に支給する退職手当の支給率は130/100です。

国の制度 国の制度と 支給実績 支給職員１人当たり

（元年度決算）
手　当　名 内容及び支給単価 との異同 異なる内容 （元年度決算） 平均支給年額

異なる

配偶者、父母等
6,500円
子　10,000円
※16～22歳の子に対
する加算額 5,000円

53,567 千円 200,626

住居手当

世帯主又はこれに準ずる者で下
記条件をすべて満たす者に
15,000円を支給
・当該年度末35歳未満の者
・自ら居住するために住宅を借
受け、家賃等を負担する者

異なる
賃貸住宅支給限度
額　28,000円

15,373 千円 174,698

扶養手当

配偶者、父母等　6,000円
(課長級は3,000円)
子　 9,000円
（16～22歳は13,000円）

通勤手当

①交通機関利用者
運賃相当額(鉄道利用について
6ヶ月定期代金を一括支給)

②交通用具利用者は通勤距離
に応じて支給

※1ヶ月あたりの限度額55,000円

同じ - 88,421 千円

管理職手当

部長級　102,800円
参事級　93,500円
課長級　84,000円
副参事級　75,100円

異なる

俸給表別、職務の級
別、俸給の特別調整
額の区分別に定めら
れた額を支給

85,374 千円

同じ - - 千円

134,174 円

1,028,602

-

単身赴任手当

異動に伴う転居など、やむを得
ない事情により配偶者と別居し
て単身で生活し、二重生活を送
る者に30,000円を支給（距離に
応じた加算額については当面支
給なし）

同じ
※距離区分に

応じた加算額は
異なる。

- 0 千円 0

休日給 勤務１時間当たりの給料等の額×135/100

区 分 給　　料　　月　　額　　等

給

料

（参考）東京都26市における最高／最低額 （参考）類似団体における最高／最低額

市 長 1,030,000 1,100,000 853,000 1,030,000 593,400

副 市 長 865,000 940,000 740,000 880,000 547,600

監 査 委 員 700,000 700,000 679,000 - -

教 育 長 810,000 830,000 691,000 - -

報

酬

議 長 670,000 750,000 505,000 760,000

議 員 550,000 610,000 430,000

450,000

副 議 長 600,000 680,000 450,000 670,000 390,000

620,000 370,000

期
末
手
当

市 長 　　（元年度支給割合）
副 市 長 4.65
監 査 委 員
教 育 長
議 長 　　（元年度支給割合）
副 議 長 4.65
議 員

退
職
手
当

市 長

教 育 長

5,356,000 退職時

副 市 長 10,380,000 退職時

監 査 委 員 7,560,000 退職時

6,561,000 退職時
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６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年4月1日現在、　単位　人）

（注） １　職員数は一般職に属する職員であり、地方公務員の身分を有する休職、事業団への派遣職員等を含み、臨時又は非常勤職員等を除きます。
　　　 ２　[　　　]内は、条例定数の合計です。

（2)年齢別職員構成の状況（令和２年４月１日現在）

　

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

職 員 数 対前年
増減数

主な増減理由
令和元年 令和２年

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議 会 10 11 1

税 務 58 56 △ 2

増：育休者への対応

総 務 企 画 226 239 13
増：公共施設の再構築及び私有地の利活用等の対応、外国籍市民の支
援対応

減：激変緩和対応の終了

民 生 232 238 6 増：保育の質の確保・向上対応

衛 生 78 73 △ 5 減：クリーンセンター工事対応の終了

労 働 0 0 0

農 林 水 産 3 3 0

商 工 10 9 △ 1 減：プレミアム付商品券事業対応の終了

土 木 114 124 10 増：教育施設の営繕業務移管準備対応

小 計 731 753 22
【参考】人口一万人あたり職員数５１．26
（類似団体の人口１万人当たりの職員数46.14）

教 育 部 門 109 106 △ 3 減：計画改定業務の終了

小 計 840 859 19
【参考】人口一万人あたり職員数58.48
（類似団体の人口１万人当たりの職員数60.51）

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

水 道 18 19 1 増：都営水道一元化推進の対応

下 水 道 16 17 1 増：一時的業務増への対応

そ の 他 54 53 △ 1 減：育休者対応の終了

小　計 88 89 1

合　　計 928 948 20
【参考】人口一万人あたり職員数64.54

［876］ ［876］ ［±0］
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(3)部門別職員数の推移

（各年４月１日現在、単位　人）

【参考】第７次職員定数適正化計画

区　分

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

計

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

職員数
令和２年

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

0 42 76 103 100 94 85 83 134 110 94 27 948

職員数
5年前

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

0 28 85 95 95 84 97 141 102 121 87 5 940

　　　　　　　　　区　　分 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年

一般行政 職員数 739 732 737 731 753

増 減 △ 8 △ 7 5 △ 6 22
教　育 職員数 108 111 108 109 106

増 減 2 3 △ 3 1 △ 3

△ 3 1
公 営 企 業 職員数 86 91 91 88

933 934 936 928

89
等 会 計 増 減 △ 1 5 0

　市では、平成7年度からの職員定数適正化計画で107人、平成12年度からの新職員定数適正化計画で145人、平成16
年度からの第3次職員定数適正化計画で101人、平成19年度からの第4次職員定数適正化計画では100人、平成22年度か
らの第5次職員定数適正化計画では180人、平成25年度からの第6次職員定数適正化計画では116人の職員の定数を削減
してきました。平成29年度から4カ年の第7次職員定数適正化計画では86人の職員の定数削減を目指します。

948
増 減 △ 7 1 2 △ 8 20

計 職員数
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